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要 望 書

平成 22年度診療報酬改定において、診療報酬本体は 10年ぶりの報酬増となっ

た。しかし、日本の医療の存続、質向上のためには、改革すべき項目は多く存在

する。今回、日本病院団体協議会として、先に要望した「根拠に基づく入院基本

料等の算定方式の創設」に続き、下記を要望する。

記

1.標準化に適合した医療情報システムの整備と活用における診療報酬上の評価

について

2.同一日の同一医療機関複数科受診について

3.入院患者の他医療機関への受診の取り扱いについて

4.「外来リハビリテーション管理料」の新設について

以下、個々の要望項目を解説する。



1。 標準化 に適合 した医療情報 システムの整備 と活用 における診療

報酬上の評価 について

医療情報システムは、国全体の疾病構造の把握、臨床評価指標の活用、個人の

健康管理、医療機関相互の情報利用、などにおいて極めて重要であり、早急に整

備する必要がある。

現在、日本の医療情報システムは標準化が進みつつあるが、医療全般に普及し

ているとは言えず、重要な情報が統合できない状況である。しかしながら、各関

連企業が情報システムの標準化に協調することで、医療情報の統合は飛躍的に進

むと考えられるし

一方、各医療機関は、オンラインレセプトヘの対応をはじめ、オーダリングシ

ステム、電子カルテ、画像電子化、などの導入に巨額の投資が必要であり、一定

の維持費用も発生する。そして、医療機関から提出された情報は、日本全体の医

療政策、保険者機能の強化、さらに医療の質の向上などにおいて有益な情報とな

るものであるが、医療機関はその投資に見合う収入が全く得られていない。

このような現状を鑑み、以下を要望する。

【要望事項】

医療情報の標準化によるデータ活用の推進は、日本の医療の質向上に貢献する。

また、標準化による情報機器の価格低下も期待できる。

今後の医療情報システムの整備と標準化を促進するため、医療情報標準化指針

で示された規格に含まれた、厚生労働省標準規格に適合したレセプト・オーダリ

ングシステム、電子カルテなどの医療情報システムを使用し、標準化されたデー

タを取り扱う場合、診療報酬上十分な評価が行われることを要望する。



2。 同一 日の同一医療機関複数科受診について

医療は、医師の診察に基づく極めて専門性の高い診療が基盤であることは論を

侯たない。さらに各科協調による全人的医療の提供は国民のためでもある。しか

るに、同一医療機関における同一日の複数科受診については、現在の診療報酬で

は2つ目の診療科の初診に限り所定点数の 100分の 50に相当する点数を算定する

ことのみしか認められておらず、医師の技術料を無視した体系となっている。

従って、以下を要望する。

【要望事項】

医師の専門性を活かした各科協調による医療はより高度な全人的医療の提供で

あり、その個別診療科の専門性は当然評価されるべきである。したがって「同一

医療機関において、同一日に複数の診療科を受診した場合、すべての診療科につ

いて、初診料および再診料の区別なく、また減算することなく算定できること」

を要望する。



3.入院患者 の他医療機関への受診の取 り扱いについて

入院中の他医療機関への受診の取り扱いは、従来、包括支払病棟では入院料の

70%減 とされており、今回の平成 22年度改定においては、出来高支払病棟でも

30%減というルールが明確化された。

しかし、現実にはこのようなルールの下、多くの国民の受療制限が起こってい

る。

例えば、

・  精神疾患と内科や外科疾患が合併している患者の入院が必要とされた場合、精

神科単科の病院で受け入れると、内科や外科疾患の治療費の多くはその精神科

単科病院の支出になってしまう。

・  医療療養病床において、認知症による問題行動がある患者が、長期に渡り精神

科に受診し投薬される場合、その治療費の多くは医療療養病床が負担すること

となってしまう。

・  包括支払病棟で、自内障・緑内障等の眼科専門領域の疾患を他の専門医療機関

で治療する場合、その治療費の多くは包括支払病棟が負担することになってし

まう。

ここに例を示したように、現行の入院中の患者の他医療機関への受診取り扱い

規則は、国民の基本的な受療の権利を規制している。従って、以下を要望する。

【要望事項】

入院中の患者が、医学的必要に応じて他医療機関の専門的医療を受ける場合、

出来高払い・包括払いを問わず、診療報酬上の制限を行わないことを要望する。



4。 「外来 リハビリテーション管理料」の新設について

病態の安定した外来リハビリテーション患者は必ずしも毎回、医師の診察を必

要とせず、むしろ療法士による機能回復訓練こそが重要である。

したがって、上記のリハビリテーション患者に対して「リハビリテーション処

方箋」を出し、一定期間 (2週～2か月程度)その処方箋に沿ってリハビリテーシ

ョンが提供できる制度の創設を要望する。

【要望事項】

上記の「リハビリテーション処方箋」によって、外来リハビリテーション医療

を管理する「外来リハビリテーション管理料」の新設を要望する。

以上


